
平成二十五年環境省令第五号

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令（平成二十五年政令第四十五号）第四条の規定に基づき、使用済小型電子機

器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令を次のように定める。

（承諾に係る書面の記載事項）

第一条　使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令（以下「令」という。）第四条第一号の環境省令で定める事項は、次

のとおりとする。

一　委託に係る使用済小型電子機器等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第四項に規定する

産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。）の数量

二　委託を行う認定事業者（以下単に「認定事業者」という。）の氏名又は名称、住所及び認定番号

三　承諾の年月日

四　使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成二十四年法律第五十七号）第十三条第二項に規定する行為を委託しよう

とする者（以下「委託先」という。）の氏名又は名称及び住所

（委託契約に含まれるべき事項）

第二条　令第四条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　委託契約の有効期間

二　認定事業者が委託先に支払う料金

三　使用済小型電子機器等の運搬に係る委託契約にあっては、委託先が当該委託契約に係る使用済小型電子機器等の積替え又は保管を行

う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限

四　認定事業者の有する委託に係る使用済小型電子機器等の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報

イ　当該使用済小型電子機器等の荷姿に関する事項

ロ　他の廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。）との混合等により生ずる支障に関する

事項

ハ　当該使用済小型電子機器等が廃パーソナルコンピュータ又は廃電子レンジであって、日本産業規格Ｃ〇九五〇号に規定する含有マ

ークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項

ニ　その他当該使用済小型電子機器等を取り扱う際に注意すべき事項

五　委託契約の有効期間中に当該使用済小型電子機器等に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

六　委託契約に係る業務終了時の委託先の認定事業者への報告に関する事項

七　委託契約を解除した場合の処理されない使用済小型電子機器等の取扱いに関する事項

（委託契約書の保存期間）

第三条　令第四条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。

附　則　抄

（施行期日）

１　この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令（平成二十五年政令第四十五号）の施行の日（平成二十五年

四月一日）から施行する。

附　則　（令和二年三月三〇日環境省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。
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